
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
（種の保存法）の一部を改正する法律案の概要

現行法の概要

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るため、希少野生動植物種の捕獲等及び譲渡し等の
禁止、生息地等の保護、保護増殖事業の実施等の措置を講ずるもの。

背 景

○希少野生動植物種の生息・生育状況等の悪化に伴い、生息域外保全の重要性が増大。政府の力だ
けで実施していくことは限界があることから、動植物園等と協力し、また、動植物園等の活動を後押し
していくことが必要不可欠。

○我が国では3,596種が絶滅危惧種となっており、種の保存法の新規指定を推進することが必要。一方で、
特に二次的自然に分布する種は、調査研究や環境教育等に伴う捕獲等（第９条）及び譲渡し等（第12
条）を規制対象から除外する種指定の在り方が求められている。

○国際希少野生動植物種は登録した上で登録票とあわせて譲渡し等を行うことが
できる（第20条等）が、登録票の返納数が少なく、未返納の登録票を違法に入手

した別の個体の登録票として、不正に利用した事件も発生。また、象牙等を扱う
特定国際種事業者が、登録票なしで象牙を購入した事例等も確認。

草原に生息する
ヒョウモンモドキ→

←水田水路に生息する
ミヤコタナゴ

生物多様性の保全の一層の促進

改正内容

（１） 販売・頒布等の目的での捕獲等及び譲渡し等のみを規制する「特定第二種国内希少野生

動植物種」制度を創設（第４条第６項等）する

（２） 希少種の保護増殖という点で、一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を創設（第
48条の４等）し、認定された動植物園等が行う希少野生動植物種の譲渡し等については、規
制を適用しない（第48条の10）こととする。

（３） 国際希少野生動植物種の個体の登録について、更新等の手続を創設（第20条の２）すると
ともに、実務上可能かつ必要な種について、個体識別措置を義務付ける（第20条第２項第４号
等）。更に、象牙事業については届出制を登録制とする（第33条の６等）。

（４） その他、生息地等保護区の指定を促進するための制度改変（第36条等）、土地所有者の所
在の把握が難しい土地への立入り等の規定の新設（第48条の２等）、国内希少野生動植物種
の提案募集制度の創設（第６条）、科学委員会の法定化（第４条第７項）等の改正を行う。

二次的自然に分布する昆虫類、
魚類、両生類等を想定

 業者の捕獲等の抑制による保全
 保護増殖事業や生息地等保護区による保全

←水田に生息する
ナゴヤダルマガエル
※写真提供：自然環境研
究センター

高価で取引され、違法な流通
の報告があるスローロリス
※写真提供：自然環境研究センター
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改正内容

象牙等の事業者の管理強化
～象牙に係る「特別国際種事業者」の登録制度の創設～

現状と課題

象牙の全形牙

○現在、象牙のカットピースや製品については、個々の譲渡し等
を規制する代わりに、象牙の譲渡し等の業務を伴う事業を行お
うとする者による、届出が義務付けられている（第33条の２）。

○未届の事業者や届出事業者による違反事例等が確認されてい
るが、現在の制度では、事業者が法令に違反する行為を行った
場合でも、罰則に従って罰金（50万円）を支払う等すれば事業を
継続することができる。

○また、昨年９月～10月に開催された第17回ワシントン条約締約

国会議では、アフリカゾウ密猟を抑制するため、「密猟や違法取
引に貢献する市場の閉鎖」を勧告する決議が採択。国内市場
の適正管理を継続するためにも、より厳正な対応が必要。

象牙の国内市場の適正な管理の推進

届出（第33条の２）
特定国際種事業者 環境省・経済産業省

現行の届出制度

象牙の印章

必要に応じて指示、
立入検査等（第33条の4等）

 台帳記載義務（第33条の３）

登録申請（第33条の６）

特別国際種事業者
環境省・経済産業省
（事業登録機関）

新たな登録制度

 台帳記載義務（第33条の11）

 ５年毎の登録の更新制（第33条の10）

 所有する全形牙の登録義務（第33条の６）

 カットピース等の管理票作成義務（第33条の23）

 広告・販売時の登録番号等の表示義務（第33条の11）

 事業者登録簿の公開（第33条の８）
必要に応じて措置命令、

立入検査、登録取消し
等（第33条の13等）※罰則：懲役５年、罰金500万円等（第57条の２）

罰金１億円等【法人】（第65条第１号）

※罰則：罰金50万円等（第62条）

事業者を審査（第33条の６）

登録（第33条の６）

象牙のカットピースや製品を扱う事業者の届出制を登録制に


